




















































































番号 意見受付期間 主なご意見等の概要 金融庁の対応 
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令和３年 10 月 

～ 

令和３年 12 月 

事業者の決済サービスについて、利用者対応窓口と

して電話窓口を設けておらず、メールだけで対応す

ることを金融庁は許しているが、メールで問い合わ

せをしても１週間経っても返信がなく、利用者対応

窓口が機能していない。 

このような事業者に登録を許しているのはおかし

い、利用者対応に関する規制を強化すべき。 

資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）等や事務ガイドラ

インにおいて、資金移動業者には、利用者からの相談・苦情等（以下「苦情

等」という。）に対して適切かつ迅速な対応を可能とするよう担当部署や処

理手続を定める等、必要な態勢整備を行うことが求められております。 

 

当庁としては、資金決済法を踏まえた利用者からの苦情等対応に係る必

要な態勢の整備について、同法上の認定資金決済事業者協会である一般社

団法人日本資金決済業協会（以下「協会」という。）と連携し、事業者に対

して改めて周知し、改善を促してまいりたいと考えております。 

 

なお、資金移動業者に係る利用者の苦情等が国民生活センター・消費生

活センターにも寄せられている状況を鑑み、苦情等への対応について更な

る改善を行う観点から、 

(1)上記の通り、協会と連携し事業者に対して周知を行うにあたっては、

国民生活センター・消費生活センターからの照会・情報提供等に適切に対

応できるような態勢整備を、事業者に促してまいりたいと考えております。 

(2)加えて、協会に対しても、国民生活センター・消費生活センターとの

連携強化を促してまいりたいと考えております。 

 

今後も引き続き適切な監督・モニタリングに努めてまいります。 

 


